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資料２－２

大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく
排水基準を定める条例及び福島県生活環境の保全等に関する条
例に基づく排水基準の一部改正について

平成１８年１２月

福島県生活環境部

１ 亜鉛に係る排水基準について
（１）水質汚濁防止法の亜鉛に係る排水基準について

水質汚濁防止法の排水基準は、公共用水域の環境基準を達成・維持するため、特定事業場

からの排出水中の汚染物質を全国一律の濃度基準で規制することを目的として、４２項目に

ついて定められている。このうち、亜鉛に係る排水基準は、水道への影響、漁業及び農作物

被害の防止についての当時の知見に基づき、法制定時（昭和４６年）から、排水量が５０

日以上である事業場に対して、５ の排水基準（以下「一律排水基準」という ）がm / mg/L3 。

設定されていた。

平成１５年１１月に「水生生物の保全に係る水質環境基準」として全亜鉛の基準値が新た

に設定されたことを受け、亜鉛に係る一律排水基準を５ から２ に強化する内容mg/L mg/L
の「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令 （平成１８年環境省令第３３号。以下」

。 。「改正省令」という ）が本年１１月１０日に公布され、本年１２月１１日から施行された

これにより、改正後の一律排水基準は、新設の特定事業場には施行日から、既設の特定事業

場には６月間の適用猶予により平成１９年６月１１日から適用されることになった。

また、亜鉛に係る排水基準の強化に合わせて 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物、

の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 （昭和５２年総理府・厚生省令第１号）の」

亜鉛に係る基準（以下「処分場基準」という ）も５ から２ に強化された。。 mg/L mg/L

（２）大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例に

基づく排水基準について

一律排水基準は、いわゆるシビルミニマムとして最低限の許容濃度として定められている

ことから、水質汚濁防止法では、都道府県知事が地域の実情に応じて一律排水基準よりも厳

しい基準（以下「上乗せ排水基準」という ）を定めることができる旨を規定している。。

このため、県内の公共用水域の水質保全を積極的に図る観点から、県は、昭和５０年に大

気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（昭和５

０年福島県条例第１８号。以下「上乗せ条例」という ）を制定し、水域区分、水量区分及。

び業種ごとに、別紙のとおり上乗せ排水基準を定め、現在に至っている。

（３）福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水基準について

福島県生活環境の保全等に関する条例（平成８年福島県条例第３２号。以下「生環条例」

という ）では、水質汚濁防止法で規制対象とならない１２の業種又は施設を設置する工場。

・事業場を「排水指定事業場」として規定し、排水量が３０ 日以上である排水指定事業m /3

場に適用する排水基準（以下「排水指定事業場排水基準」という ）を定めている。このう。

ち、亜鉛に係る排水指定事業場排水基準は、上乗せ排水基準のうち最も緩い基準を準用し、

県内全域一律に４ としている。mg/L
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２ 上乗せ条例及び生環条例の排水基準の一部を改正する必要性
（１）上乗せ条例

① 一律排水基準が適用される排水量が５０ 日以上の特定事業場のうち、亜鉛に係る上m /3

mg/L mg/L乗せ排水基準として４ が定められているものについては、一律排水基準の２

より緩い基準となり、上乗せ排水基準は一律排水基準より厳しい基準を定めるという本来

の目的から乖離し、基準値に齟齬が生じることから、両排水基準の整合を図る必要がある。

② 一部の公共用水域で、事業場が原因と考えられる環境基準値の超過事例が見られること

から、排水量が１０又は３０ 日以上５０m /日未満の特定事業場に対しても上乗せ排水m /3 3

基準を見直し、新たに設定される亜鉛に係る環境基準を県内すべての公共用水域で達成・

維持していくことが必要である。

③ 排水量が１０又は３０ 日以上５０ 日未満の特定事業場については、現行の上乗m / m /3 3

せ条例で５０ 日以上の特定事業場に適用される基準値と同値の排水基準が設定されてm /3

いるが、この理由は、設定当時の公共用水域の水質保全を積極的に図るという姿勢の現れ

であり、この考え方を踏襲することが重要である。

（２）生環条例

① 処分場基準が２ に定められ、生環条例の亜鉛に係る排水指定事業場排水基準４mg/L
が処分場基準より緩い基準となることから、両基準の整合を図る必要がある。mg/L

② 排水指定事業場排水基準は、上乗せ排水基準のうち最も緩い基準４ を準用していmg/L
ることから、上乗せ条例の改正に併せ、両排水基準の整合を図る必要がある。

３ 上乗せ排水基準及び排水指定事業場排水基準の改正案の設定に際しての検討・

配慮事項
① 比較的高濃度で亜鉛を排出している場合を除けば、一般的に用いられている排水処理施設

で亜鉛濃度を２ 以下にすることは、技術的・経済的に概ね容易であるとされているこmg/L
と。

② 県内の既存の特定事業場及び排水指定事業場における排出水の亜鉛濃度は、ごく一部の特

定事業場を除き２ 以下であり、大部分の特定事業場及び排水指定事業場においては、mg/L
新たな対応が不要であること。

③ 排出水の亜鉛濃度の現状が２ を超えるおそれのある業種の特定事業場については、mg/L
改正省令と同じ期間の暫定排水基準を設定すれば、その間における企業の自主的取組として

排水処理施設の改良や維持管理の徹底により対応が可能となること。

４ 亜鉛に係る排水基準の改正案
（１）上乗せ排水基準

ア 排水量が５０ 日以上の特定事業場m /3

現行１ に定められている「いわき地先海域水域の非鉄金属製造業」を除き、県内mg/L
すべての水域で一律排水基準２ を適用する （別紙のとおり）mg/L 。
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イ 排水量が１０又は３０ 日以上から５０ 日未満の特定事業場m / m /3 3

水域区分及び排水量区分ごとに４ に設定されている上乗せ排水基準を２ にmg/L mg/L
改正し、１ 又は２ に定められている上乗せ排水基準は現行のとおりとする。mg/L mg/L
（別紙のとおり）

ウ 暫定排水基準の設定

改正省令で暫定排水基準が設定された下記の１０業種については、現状において、亜鉛

濃度を２ まで低減して排水することが困難であるとされていることから、現行の上mg/L
乗せ排水基準と同値の暫定排水基準を設定するとともに、適用期間は、改正省令と同様に

平成２３年１２月１０日までとする。

暫 定 排 水 基 準 適 用 業 種

金属鉱業、 無機顔料製造業、 無機化学工業製品製造業（ソーダ工業、無機顔料製造

業、圧縮ガス・液化ガス製造業及び塩製造業を除く 、 表面処理鋼材製造業、。）

非鉄金属第一次製錬・精製業、 非鉄金属第二次製錬・精製業、

建設用・建築用金属製品製造業（表面処理を行うものに限る 、 溶融めっき業、。）

電気めっき業、 下水道業（一定の条件に該当するものに限る ）。

エ 猶予期間の設定

既存の特定事業場に対する改正後の上乗せ排水基準は、改正省令と同様に平成１９年６

月１０日まで適用を猶予し、現行の上乗せ排水基準とする。

（２）排水指定事業場排水基準

ア 排水指定事業場排水基準

現行の排水指定事業場排水基準４ を２ に改正する。mg/L mg/L

イ 猶予期間の設定

既存の排水指定事業場に対する改正後の排水基準は、上乗せ条例の改正と同様に平成１

９年６月１０日まで適用を猶予し、現行の排水基準とする。



水質汚濁防止法に基づく亜鉛に係る上乗せ排水基準別紙

（１）現 行

排 水 量 （m /日）特定事業場の
3

１０未満 １０以上 ３０以上 ５０以上規 模

～３０未満 ～５０未満水 域

Ａ水域（阿武隈川） 適用なし 上乗せ ４mg/L

※ １）Ｂ水域（阿賀野川） 適用なし 上乗せ２mg/L or 同４mg/L

Ｃ水域（猪苗代湖等） 適用なし 上乗せ ４mg/L

※ ２）Ｄ水域(いわき地先海域) 適用なし 上乗せ １mg/L or 同４mg/L

Ｅ水域(相双地先海域) 適用なし 上乗せ ２mg/L

Ｆ水域(久慈川、黒川) 適用なし 上乗せ ４mg/L

※１ 日橋川及びこの流入河川に排出する場合は２mg/L、その他は４mg/L

２ 非鉄金属製造業の事業者から排出する場合は１mg/L、その他は４mg/L

（２）改正案

排 水 量 （m /日）特定事業場の
3

１０未満 １０以上 ３０以上 ５０以上規 模

～３０未満 ～５０未満水 域

Ａ水域（阿武隈川） 適用なし 上乗せ ２mg/L 一律 ２mg/L

Ｂ水域（阿賀野川） 適用なし 上乗せ ２mg/L 一律 ２mg/L

Ｃ水域（猪苗代湖等） 適用なし 上乗せ ２mg/L 一律 ２mg/L

Ｄ水域(いわき地先海域) 適用なし 上乗せ １mg/L or 上乗せ １mg/L

同２mg/L or※１ ）

※ １）一律 ２mg/L

Ｅ水域(相双地先海域) 適用なし 上乗せ ２mg/L 一律 ２mg/L

Ｆ水域(久慈川、黒川) 適用なし 上乗せ ２mg/L 一律 ２mg/L

※１ 非鉄金属製造業の事業者から排出する場合は１mg/L、その他は２mg/L
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資料２－３

亜鉛を排出する事業場の実態について

平成１８年１２月
福島県生活環境部

１ 亜鉛を排出する事業場数
（１）水質汚濁防止法の特定事業場

亜鉛を排出する、又は排出する可能性のある主な業種は、非鉄金属製造業や電気め
っき業などであり、これらの県内における立地状況を集計すると、水質汚濁防止法の
届出対象となっている特定事業場は３９７件、このうち亜鉛に係る上乗せ排水基準が
適用される特定事業場は２３５件（いずれも平成１７年度末現在）である。

業種別では、酸アルカリ表面処理施設、金属製品・機械器具製造業、電気めっき施
設が多い。

表１ 亜鉛を排出する可能性のある主な「業種又は施設」別の特定事業場数
水質汚濁防止法 排水規制特定事業場
施行令別表第一 対象特定業種又は施設 届出数
の施設番号 事業場数

1 金属鉱業 2 1
26 無機顔料製造業 3 3
27 無機化学工業製品製造業 19 13
62 非鉄金属製造業 21 11
63 金属製品・機械器具製造業 98 43
65 酸・アルカリ表面処理施設 144 67
66 電気めっき施設 51 38
73 下水道業 59 59

計 397 235

（２）福島県生活環境の保全等に関する条例の排水指定事業場
排水指定事業場としては、１２の業種又は施設が定められているが、このうち亜鉛

を排出する可能性のある排水指定事業場は１８４件、このうち亜鉛に係る上乗せ排水
基準が適用される排水指定事業場は４４件（いずれも平成１７年度末現在）である。

表２ 亜鉛を排出する可能性のある主な「業種又は施設」別の排水指定事業場数
生環条例規 排水規制対排水指定
則第20条の 象排水指定業種又は施設 事業場
施設番号 事業場数届出数

4 窯業・土石製品製造業 139 10
8 一般廃棄物の最終処分場 19 18
9 産業廃棄物の最終処分場 26 16

計 184 44
生環条例：福島県生活環境の保全等に関する条例（以下同じ）

２ 事業場に対する立入調査の実施状況
（１）特定事業場に対する立入調査結果

最近５年間の特定事業場に対する立入調査は毎年１００件程度を実施しており、年
度別の調査件数は表３、これらすべてを業種別に分類した結果を表４に示した。

改正案の排水基準を仮このうち、現行の排水基準超過の事例は４件（３事業場 、）
に適用した場合に基準超過となる事例は延べ５件（３事業場）であり、この内訳は、
酸・アルカリ表面施設が２件（２事業場 、電気メッキ施設が３件（１事業場）であ）
る。前者の２事業場については、直近の立入調査結果では２mg/L未満の排水水質とな
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っており、排水処理施設の維持管理を徹底するなど現状を維持すれば、継続して改正
案の排水基準はクリアできる。後者の事業場については、直近の立入調査結果でも２
mg/L以上の排水水質となっており、今後とも改善が望まれる。

その他の業種に関しては、無機化学工業製品製造業、非鉄金属製造業、金属製品・
機械器具製造業において１mg/Lを超える事例（５件）があるが、ほとんどの特定事業
場では１mg/L未満であり、排水基準を改正しても、各事業者において特段の対応は必
要ない状況である。

表３ 特定事業場に対する年度別の立入調査結果
特 定 事 業 場

年度 立入延べ件数 排水基準超過 改正案の排水基準を
の延べ件数 超過する延べ件数

H13 105 1 2
H14 86 0 0
H15 86 0 0
H16 103 3 3
H17 107 0 0

表４ 特定事業場に対する業種又は施設別の立入調査結果（最近５年間）
水質汚濁防 排水基準 改正案の排

業種又は施設 亜鉛の濃度範囲止法施行令 超過の 水基準を超延べ立入
(mg/L)別表第一の 延べ件数 過する延べ件数

号番号 件数
4 農産保存食品製造業 1 0 0 0.14
19 紡績・繊維製品製造業 2 0 0 0.01～0.04
23 パルプ・紙・紙加工品製造業 2 0 0 <0.01～0.88
24 化学肥料製造業 5 0 0 <0.01～0.03
26 無機顔料製造業 4 0 0 <0.01～0.03
27 無機化学工業製品製造業 26 0 0 <0.01～1.5
32 有機顔料・合成染料製造業 5 0 0 <0.01～0.08
33 合成樹脂製造業 5 0 0 <0.01～0.02
35 有機ゴム薬品製造業 4 0 0 0.01～0.03
46 有機化学工業製品製造業 15 0 0 <0.01～0.25
47 医薬品製造業 1 0 0 0.01
48 火薬製造業 4 0 0 <0.01～0.08
53 6 0 0 <0.01～0.08ガラス・ガラス製品製造業

55 生コンクリート製造業 1 0 0 <0.01
59 砕石業 1 0 0 <0.01
62 非鉄金属製造業 51 0 0 <0.01～1.0
63 金属製品・機械器具製造業 49 0 0 <0.01～2.0

63の3 石炭燃料火力発電施設 6 0 0 <0.01～0.05
65 酸・アルカリ表面処理 88 2 2 <0.01～6.3
66 電気めっき施設 135 2 3 <0.01～6.3
67 洗濯業 4 0 0 0.07～0.54

71の2 化学技術の試験・研究機関 22 0 0 <0.01～0.22
71の3 一般廃棄物の焼却処理施設 7 0 0 0.12～0.03
71の4 産業廃棄物処理施設 9 0 0 <0.01～0.22
71の5 TCE・PCE・DCMの洗浄施設 5 0 0 0.12～0.13
72 し尿処理施設 6 0 0 <0.01～0.1
73 下水道終末処理施設 10 0 0 <0.01～0.07
74 特定事業場排水の処理施設 13 0 0 <0.01～0.74
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（２）排水指定事業場に対する立入調査結果
最近５年間の排水指定事業場に対する立入調査は毎年１０件程度実施しており、年

度別の調査結果を表５、業種別に分類した結果を表６に示した。
これらの調査結果では、現行の排水基準の超過事例も改正案の排水基準を仮に適用

した場合に基準超過となる事例もなく、亜鉛濃度は<0.01～0.49mg/Lの範囲にあり、
排水基準を改正しても、各事業者において特段の対応は必要ない状況である。

表５ 排水指定事業場に対する年度別の立入調査結果
排 水 指 定 事 業 場

年度 延べ立入 排水基準超過 改正案の排水基準を
件数 の延べ件数 超過する延べ件数

H13 7 0 0
H14 10 0 0
H15 7 0 0
H16 11 0 0
H17 8 0 0

表６ 排水指定事業場に対する業種又は施設別の立入調査結果（最近５年間）
生環条例 排水基準 改正案の排

業種又は施設 濃度範囲規則第20 超過の 水基準を超延べ立入
条の施設 延べ件数 過する延べ件数
番号 件数

4 窯業・土石製品製造業 2 0 0 0.03～0.07
8 一般廃棄物の最終処分場 13 0 0 <0.01～0.1
9 産業廃棄物の最終処分場 28 0 0 <0.01～0.49
















